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㈱ケムカレントでは、「化評法 ⁻ 既存化学物質共同登録」について理解を深めるために 

ご要望の際に以下のように1:1相談サービスをご提供いたします。 

 

-下記- 

• 対象: 相談をご希望する企業 

• 日程: お客様のご要望に合わせて協議後に確定 

• 言語: 3ヵ国語のうちご要望の言語をご指定下さい。(韓国語/日本語/英語) 

• 相談方法: 要請により対面/非対面可能 

• 所要時間: 30~60分(Q&A時間を含む) 

• 詳細な内容: 

- 既存化学物質の共同登録概要のご説明 

- 登録予定の既存化学物質に対するデータギャップ(Data gap screening) 

- 物質別の登録戦略策定 

- 物質別登録時の予想費用を算出 

- 韓国政府の支援サービスの種類と詳細な内容のご説明 

- 協議体内での役割別、登録前後の準備事項 

- Q&A 

 

多くの関心及びご参加をお願いいたします。その他のお問い合わせがございましたらご連絡ください。 

ありがとうございます。 

 

※ 本ニュースレターには、詳細な告示内容をご確認いただけるよう添付ファイルが付いております。  

▪ Adobe Acrobat Reader: [表示→表示切り替え→ナビゲーションパネル→添付ファイル]を選択 

▪ その他のPDFビューア: [表示]メニューにて添付ファイル表示などを選択 
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化評法(K-REACH) 

法律の動向 - 改正・予告(案)など 
 

[化学物質安全院公告第2025-127号]「化学物質の分類及び表示等に関する規定」一部改正行政

予告 

改正理由 

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(以下“化評法”)改正(2025.8.7.施行)により拡大された

“人体急性有害性物質、人体慢性有害性物質及び生態有害性物質(以下“人体など有害性物質”)”の

指定基準を適用し再評価した結果、新たに指定告示される人体など有害性物質の分類・表示事項を告

示し、既に告示された事項のうち、化学物質名称などを一部改正します。 

主な内容 

イ. 既に有害性審査が完了された物質を再評価した結果、皮膚腐食性が強く「人体等有害性物質の指

定基準（化評法施行令別表1）」に該当する物質について、有害性分類及び表示に必要な事項を

告示  

ロ. [別表4のイ. 人体等有害性物質]のCAS No.、化学物質名称等を一部改正  

ハ. 本規定の施行により、有害化学物質に関する表示をしなければならない者は、化学物質管理法による

義務事項(法第16条による表示)の履行期限を提供するために、経過措置を規定(附則) 

参考資料 

化学物質安全院(https://nics.mcee.go.kr/sub.do?menuId=36>お知らせ>法令情報>安全

院告示/例規/公告、番号213、登録日2025.12.02) 

※ 詳細な内容は本PDFの添付ファイル 01_NICS_2025-127.pdf をご参考下さい。 
 

[化学物質安全院告示第2025-128号]「人体急性有害性物質、人体慢性有害性物質及び生態

有害性物質の指定告示」一部改正案行政予告 

改正理由 

化評法改正(2025.8.7.施行)により拡大＊された人体など有害性物質の指定基準を適用し再評価した

結果、皮膚腐食性が強い物質を人体など有害性物質に指定します。また、既に告示された別表の「人体

など有害性物質の名称」を一部改正します。 

＊化評法施行令[別表1] 1号ホ項の皮膚腐食性及び刺激性:区分1A → 区分1(1A, 1B, 1C)に改正 

主な内容 

イ. 既に有害性審査が完了された物質を再評価した結果、有害性が高く 「人体等有害性物質の指定基

準（化評法施行令別表1）」に該当する物質を新設  

ロ. 別表1の人体等有害性物質の名称欄にハングル名及びCAS No.追加など、一部改正 

ハ. 新規指定された人体等有害物質を取り扱う者に対し、化学物質管理法による義務事項（輸入申告

及び営業許可、有害化学物質表示、取扱基準等）の履行期限を提供するために、経過措置を規定

(附則) 
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参考資料 

化学物質安全院(https://nics.mcee.go.kr/sub.do?menuId=36>お知らせ>法令情報>安全

院告示/例規/公告、番号214、登録日2025.12.02) 

※ 詳細な内容は本PDFの添付ファイル 02_NICS_2025-128.pdf をご参考下さい。 
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国内動向 - 支援事業・移行ガイドなど 
 

既存化学物質調査様式のご案内 

既存化学物質の事前申告当時、1トン以上のCMR、1,000トン以上の既存化学物質、100～1,000ト

ン以上の既存化学物質として申告したが登録を進めていない企業を対象に、既存化学物質調査を実施し

ます（調査様式ファイルをkreach@keco.or.krに送付）。 

※ 化評法第10条に基づき、年間1トン以上の既存化学物質を製造・輸入しようとする者は、猶予期間*

内に登録を完了しなければ製造・輸入ができません。 

* 猶予期間:1トン以上のCMRまたは1,000トン以上の既存化学物質(2021年までに登録完了)、 

100～1,000トン以上の既存化学物質（2024年までに登録完了） 

 

猶予期間が終了した物質を製造・輸入した履歴がある場合は、以下の事項を履行しなければなりません。 

▪ 猶予期間が終了した物質を製造・輸入した場合、化学物質情報処理システムを通じて必ず後発登録

を行わなければならない。 

▪ CMR物質を除く猶予期間終了物質を10～100トン、1～10トンで製造・輸入した場合、化学物質情

報処理システムを通じて必ず変更申告を行わなければならない。 

参考資料 

産業界支援センター(https://www.chemnavi.or.kr/chemnavi/spboard/notice.do>お知ら

せ、登録日2025.12.09) 

 

全量輸出用の登録等免除確認申請のご案内 

「化学物質の登録及び評価等に関する法律の運営規定」第4条の3第3項が改正されたことに伴い、全量

輸出の目的で2026年に製造・輸入する事業者は、2025年12月1日から申請することができます（毎年

12月1日から翌年の製造・輸入案件の申請が可能）。 

参考資料 

産業界支援センター(https://kreach.mcee.go.kr/repwrt/portal/notifyList.do?BOARD_DV

SN=ALL>お知らせ、登録日2025.12.10) 
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「化学物質の登録及び評価等に関する法律の運営規定」に関する地位承継手続のお知らせ 

化学物質情報処理システムで「化学物質の登録及び評価等に関する法律の運営規定」第4条の4（選

任された者による化学物質の登録及び申告の受付・処理）第3項の施行に伴うシステムの改善事項をご

案内します。 

化学物質情報処理システム>メニュー 

地位承継申告> 地位承継申告の申請現況 > 新規作成（譲受人のシステム加入及び事業者登録が

必要） > 承継事由に第45条の2第2項を選択 

提出書類  

1. 国外製造者 - 新しい唯一代理人(OR)間での選任契約書 

2. 既存のORが共同登録協議体の代表者の場合は、新しいORが協議体に加入した後、代表者の変更

または新しいORに対する協議体構成員過半数の‘代表者に同意’するという確認書 

参考資料 

産業界支援センター(https://kreach.mcee.go.kr/repwrt/portal/notifyList.do?BOARD_DV

SN=ALL>お知らせ、登録日2025.12.17) 

 

2026年度新規化学物質有害性試験資料生産支援の需要調査 

韓国環境公団で化学物質登録の際に多額の費用がかかる有害性試験資料を生産し、低価格で提供支

援するため需要調査を実施します。 

調査概要 

▪ 申請対象: 新規化学物質(トン数不問) 

▪ 試験項目:1～10トンに該当する有害性試験項目で構成 

- 人体有害性(GLP): 急性経口毒性(動物代替)、復帰突然変異、皮膚刺激性/腐食性(動物代

替)、皮膚感作性(動物代替)、(総5項目) 

- 環境有害性(GLP): 魚類急性、易分解性、ミジンコ急性(総3項目) 

▪ 申請期間: 2025.12.23.(月)~2026.01.16.(金) 

今後の計画 

▪ 有害性試験資料生産対象物質及び試験項目の選定(2026.02.、予定) 

▪ 生産試験資料の産業界(協議体)提供(2026.12.~、予定) 

※ 試験資料使用承認費用:試験資料生産費用の3～30%（環境部告示、有害性試験資料の使

用承認及び使用料徴収等に関する規定を参照） 

参考資料 

産業界支援センター(https://www.chemnavi.or.kr/chemnavi/spboard/notice.do>お知ら

せ、登録日2025.12.22) 
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化学製品安全法(K-BPR) 

法律の動向 - 改正・予告(案)など 
 

[気候エネルギー環境部公告第2025-180号]「安全確認対象生活化学製品の指定及び安全・

表示基準」一部改正告示案の行政予告 

改正理由 

化学製品安全法による他の生活化学製品の危害性評価結果等を反映し、必須となる安全基準の強化

及び規制改善・合理化等の生活化学製品の管理制度を改善及び補完するための改正です。 

主な内容 

イ. 安全確認対象生活化学製品（以下、「安生品」）から殺生物製品に管理転換 

1) 安生品品目の削除及び品目名の修正など 

▪ 殺生物製品の承認猶予期間終了による安生品9品目（申告3品目＋承認6品目）を3品目

（申告1品目＋承認2品目）に調整 

▪ 「フィルター型保存処理製品」の説明のうち、殺菌剤と誤認される可能性のある表現を修正 

2) 安生品申告及び殺生物製品承認を同時に受けた多品目製品における重複表示事項の改善 

3) 次亜塩素酸類（殺生物物質）に関する共通安全・表示基準の整備 

4) 殺菌剤等の削除品目の安全・表示基準遵守の根拠整備 

▪ 殺生物製品として承認を受けていない安生品の販売経過（6ヶ月）期間の適用に伴う製品事

後管理の根拠設定 

ロ. 規制改善・合理化 

1) 安生品申告番号の体系を改編 

▪ 品目試験・検査機関、品目、チャイルドレジスタンス包装対象など5つの分類・10つのコード → 

年度、一連番号など2つの分類・7つのコードに変更 

2) 安生品の品目体系の合理化 

▪ 洗浄剤など4つの品目内の各自動車用用途を別途専用品目に再分類し、実際の暴露レベルを

考慮した用途・安全基準を設定 

3) チャイルドレジスタンス包装の物質基準の改正 

▪ 皮膚腐食性（pH条件）及び動粘度（吸引有害性）に関する基準区分及び試験結果に基づ

き、皮膚腐食性物質に該当しない場合、チャイルドレジスタンス包装除外規定を新設 

参考資料 

電子官報(https://gwanbo.go.kr/user/search/searchDaily.do、告示日 2025.12.16.) 

 



 

 

Vol.57 

December 

 Tel +82-2-2069-2300 (代表電話)

 E-mail chem@chemcurrent.net 

 

化
評

法
(K

-R
E
A

C
H

) 
化

学
製

品
安

全
法

(K
-B

P
R

) 
産

安
法

(I
S

H
A

) 

[化学物質安全院公告第2025-130号］「承認猶予対象既存殺生物物質の指定」告示一部

改正案の行政予告 

改正理由 

改正された化学製品安全法(2020.03.24施行)第18条第3項により、申告した既存殺生物物質を承

認猶予対象既存殺生物物質に追加指定します。 

主な内容 

イ. 既存指定物質に対する殺生物製品類型の追加指定 - [別表]のうち、「91」、「102」に使用可能な

殺生物製品類型の追加指定及び承認猶予期間の付与 

連番 承認猶予対象既存殺生物物質 CAS No. 殺生物製品類型 承認猶予期間 

91 Calcium dihydroxide 1305-62-0 
3-ロ.製品表面処理

用保存剤 
2027.12.31 

102 Copper monoxide 1317-38-0 
3-ハ.繊維・皮類用

保存剤 
2027.12.31 

 

ロ. 承認猶予対象既存殺生物物質の追加指定 - [別表]にて下記の連番で承認猶予対象既存殺生

物物質の追加指定及び承認猶予期間を付与 

連番 承認猶予対象既存殺生物物質 CAS No. 殺生物製品類型 承認猶予期間 

356 Silver silicate glass 
付与されて

いない 

3-イ.製品保存用 

保存剤 
2027.12.31 

3-ロ.製品表面処理用 

保存剤 
2027.12.31 

3-ハ.繊維・皮類用保 

存剤 
2027.12.31 

 

意見提出先情報などは下記の‘参考資料’リンクをご確認下さい。 

参考資料 

電子官報(https://gwanbo.go.kr/user/search/searchDaily.do、告示日 2025.12.26.) 
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国内動向 - 支援事業・移行ガイドなど 
 

2025生活化学製品安全管理企業履行支援マニュアル 

化学製品管理システムで「2025生活化学製品安全管理企業履行支援マニュアル」を配布します。 

参考資料 

化学製品管理システム(https://chemp.mcee.go.kr/web/board/1>お知らせ>申告対象安全

確認対象生活化学製品、登録日 2025.12.02) 
 

殺生物物質の有害性試験資料生産・提供の需要調査 

韓国環境公団では、中小企業の殺生物物質承認履行支援のために物質承認申請の際に必要な有害

性試験資料を生産・支援するため、需要調査をご案内します。 

事業の概要 

▪ 内容:殺生物剤の承認申請時に必要な有害性試験資料を政府が生産し、産業界が承認申請資

料として活用できるよう低価格で提供 

▪ 支援対象および申請期間:承認予定の殺生物物質、随時受付 

▪ 試験項目:人体・動物及び環境有害性情報(必須提出試験資料を優先) 

▪ 支援方法:政府が有害性試験資料を生産後、低価格で提供 

▪ 資料提供の金額:企業別: 試験資料生産費用の5％(小企業3％)、協議体別:試験生産費

用の30％ 

参考資料 

化学製品管理システム(https://ecolife.mcee.go.kr/ecolife/board/1?pMENU_NO=584>お

知らせ>殺生物剤、登録日 2025.12.03) 
 

承認対象安全確認対象生活化学製品の殺生物製品転換に伴う履行事項のご案内 

殺生物物質を使用して製造・輸入される承認対象安全確認対象生活化学製品（加湿器用消毒・保

存剤、保健用殺虫剤・忌避剤、感染症予防用殺虫・殺菌・消毒剤、殺鼠剤など）は「化学製品安全

法」上の殺生物製品に該当し、2026年1月1日から殺生物製品に転換され管理されます。 

但し、法附則第3条による経過措置により、当該製品に含まれるすべての殺生物物質が「承認猶予対

象既存殺生物物質」告示に掲載された場合、  

▪ 2025年12月31日まで製造・輸入が可能であり  

▪ 流通・販売は2026年6月30日まで許容されます（物質承認猶予期間＋2年、一部物質は期間

が異なります）。 

また、当該製品が殺生物製品承認猶予期間(2025.12.31.)の前に殺生物製品の承認を受けた場合、

附則第3条第2項に基づき、2026年12月31日まで安生品の表示事項を使用することができます。 

一方、未承認物質、指定解除物質、製造・輸入禁止物質を含む製品は製造・輸入ができません。 
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従って、該当製品の製造・輸入業者の場合、殺生物製品の管理転換施行日（2026.1.1）を考慮

し、殺生物製品の承認など、必要な手続きを履行しなければならず、製品取り下げ処理が必要な場合に

は下記の通りご案内します。 

  イ. 対象:安生品の製造・輸入業者 

  ロ. 申請期限:2025.12.31.(法改正事項により変動可能) 

  ハ. 申請方法:化学製品管理システムの公知事項を参照 

上記の公示原文は下記の‘参考資料’リンクをご確認下さい。 

参考資料 

(旧)化学製品管理システム(https://chempold.keiti.re.kr/cop/bbs/selectBoardList.do?bb

sId=BBSMSTR_000000000001&QAtypeStr=NIER>お知らせ>承認対象安全確認対象生

活化学製品(科学院)、登録日 2025.12.10) 

 

原料安全性評価ガイドラインの制定・改正案のご案内 

化学製品管理システムで、原料安全性評価ガイドラインが制定・改正されたことにより、ガイドラインを配布

します。 

参考資料 

化学製品管理システム(https://ecolife.mcee.go.kr/ecolife/board/1?pMENU_NO=584 >お

知らせ>殺生物剤、登録日 2025.12.15) 

 

自主安全情報公開制度マニュアル改正（案）のご案内 

化学製品管理システムで自主安全情報公開制度マニュアル改正(案)を配布します。 

本マニュアルは、生活化学製品の自主的な安全情報公開の趣旨と運営方向を示すことを目的とします。 

参考資料 

化学製品管理システム(https://ecolife.mcee.go.kr/ecolife/board/1?pMENU_NO=584>お

知らせ>殺生物剤、登録日 2025.12.18) 
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殺生物製品の物理化学的特性のうち、乳化性試験（CIPAC MT 36.3 または 36.4）判定

基準のご案内 

化学物質安全院では「化学製品安全法」に基づき、承認申請が受理された殺生物製品の評価を進めて

いる。これに関し、殺生物製品の物理化学的特性のうち、乳化性試験（CIPAC MT 36.3 または 36.

4）の判定基準についてご案内します。 

参考資料 

化学製品管理システム(https://chemp.mcee.go.kr/web/board/1?_csrf=857bf37e-9da4-

41f6-a13e-4d4e3c5b4c93&page=1&TASK_CLSF_CD=3&TASK_CL_CD=&pSearchTyp

e=ALL&pSearchWord=&pageSize=10>お知らせ>殺生物剤、登録日 2025.12.24.) 
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産業安全保健法(ISHA) 

法律の動向 - 改正・予告(案)など 
※ 12月産業安全保健法-法律動向に関する内容はありません。 
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国内動向 - 支援事業・移行ガイドなど 
※ 12月産業安全保健法-国内動向に関する内容はありません。 

 

 

 



 

 

December 

 

そ
の

他
 

Vol.57 
 Tel +82-2-2069-2300 (代表電話)

 E-mail chem@chemcurrent.net 

その他の法規 - 法律動向など 
 

[気候エネルギー環境部公告第2025-38号]「化学物質調査結果及び情報公開制度運営に関

する規定」一部改正告示 

改正理由 

「化学物質管理法」の改正・施行（2025.8.7）により、従来の有毒物質が人体急性有害性物質、人

体慢性有害性物質、生態有害性物質に細分化され、有害化学物質の範疇が変更されたことにより、化

学物質調査結果の公開に関する事項に法令改正事項を反映させるために改正します。 

主な内容 

イ. 統計調査及び排出量調査結果の公開対象化学物質のうち、有害化学物質を許可物質、制限物

質、禁止物質及び有害化学物質に変更(第2条) 

ロ. 従来の有毒物質を人体急性有害性物質、人体慢性有害性物質、生態有害性物質に区分し、‘有

害化学物質’を‘有害化学物質など’に用語を整備(別表1～別表3) 

参考資料 

電子官報(https://gwanbo.go.kr/user/search/searchDaily.do、告示日 2025.12.02.) 
 

[気候エネルギー環境部告示第2025-39号]「化学物質確認除外基準」一部改正告示 

改正理由 

「化学物質管理法」および同法施行令の改正（2025年8月7日施行）により、有害化学物質の範囲

が見直され、消費者が日常生活で使用する目的で輸入する人体等有害性物質などについては、輸入申

告が免除されることとなりました。これに伴い、実効性を失った条文を整理し、制度運営の効率化を向上さ

せるために改正します。 

主な内容 

イ. 「化学物質管理法」改正(2025年8月7日施行)により、有害化学物質の範囲が変更されることに伴

い、適用の一貫性を確保するため用語を整備(第2条第5号) 

ロ. 除外基準において例外として規定している「登録又は届出免除対象化学物質」の水和物及び個人が

日常生活において消費する目的で輸入する有害化学物質についても、化学物質確認の除外基準に

含める（第2条第5号、第6号、第7号） 

参考資料 

電子官報(https://gwanbo.go.kr/user/search/searchDaily.do、告示日 2025.12.02.) 

 





◉화학물질안전원공고 제2025-128호


　「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」에 따라 「인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 


및 생태유해성물질의 지정고시」를 고시함에 있어, 그 주요내용을 국민에게 널리 알리고 이에 대한 


의견을 듣고자 「행정절차법」 제46조의 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다.


2025년 12월 02일


화학물질안전원장


「인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질의 지정고시」 


일부개정안 행정예고


1. 개정이유


  - 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(이하 “화평법”) 개정(‘25. 8. 7. 시행)으로 확대*된


“인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질(이하 “인체등유해성물질”)”의 


지정기준을 적용하여 재평가한 결과, 피부 부식성이 강한 물질을 인체등유해성물질로 지정하고자 함


  * 화평법 시행령 [별표1] 1호 마목의 피부 부식성 및 자극성: 구분 1A → 구분 1(1A, 1B, 1C) 개정


  - 또한, 이미 고시된 별표의 ‘인체등유해성물질의 명칭’을 일부 개정하고자 함


  


2. 주요내용


가. 이미 유해성심사가 완료된 물질을 재평가한 결과, 유해성이 높아 “인체등유해성물질의 지정기준


(화평법 시행령 별표1)”에 해당하는 물질을 고유번호 “2025-1-1281”란 부터 


“2025-1-1355”란 까지 신설


  - 피부 부식성 구분 1A에 해당(영 별표1의 1호 마목 1)): 고유번호 2025-1-1335, 


2025-1-1336


  - 피부 부식성 구분 1B에 해당(영 별표1의 1호 마목 2)): 고유번호 2025-1-1281∼1288, 


1290, 1291, 1293, 1294∼1305, 1307∼1313, 1315∼1319, 1321, 1322, 1326, 1327, 


1329∼1334, 1338∼1352, 1354, 1355*


  - 피부 부식성 구분 1C에 해당(영 별표1의 1호 마목 3)): 고유번호 2025-1-1289, 1292, 


1306, 1314, 1320, 1323∼1325, 1328, 1337, 1353


   * 고유번호 2025-1-1355의 경우 영 별표1의 3호(생태유해성물질) 나목 및 다목에도 해당


   ※ 상세한 유해성 정보는「화학물질의 유해성심사결과」고시 참조


나. 별표의 고유번호 “97-1-119”란, “97-1-379”란 및 “97-1-417”란의 인체등유해성물


질의 명칭란에 국문명 및 CAS No. 추가


다. 신규로 지정된 인체등유해성물질을 취급하는 자에게 화학물질관리법에 따른 의무사항(수입신고 


및 영업허가, 유해화학물질 표시, 취급기준 등) 이행을 위한 기한을 제공하기 위해 경과조치 규


정(부칙)







3. 의견제출


  이 고시 개정안에 대해 의견이 있는 개인 및 기관, 단체(협회)는 2025년 12월 22일까지 다음 사


항을 기재한 의견서를 화학물질안전원장(화학물질등록평가팀, 전화 032-560-8681, 모사전송 


032-568-2038)에게 제출하여 주시기 바랍니다.


  가. 예고사항에 대한 항목별 의견(수정 여부와 그 사유)


  나. 성명(단체의 경우 단체명과 그 대표자명), 주소 및 전화번호


  다. 본 「인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질의 지정고시」일부개정안 전문


은 화학물질안전원 누리집(www.nics.mcee.go.kr) 내 「알림마당-법령정보-안전원고시/예규/


공고」에 게재되어 있음








◉화학물질안전원공고 제2025-127호


　「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」에 따라 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규


정」를 고시함에 있어, 그 주요내용을 국민에게 널리 알리고 이에 대한 의견을 듣고자 「행정절차


법」 제46조의 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다. 


2025년 12월 02일


화학물질안전원장


「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 일부개정 행정예고


1. 개정이유


「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(이하 “화평법”) 개정(‘25. 8. 7. 시행)에 따라 확


대된 “인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질(이하 “인체등유해성물질”)”


의 지정기준을 적용하여 재평가한 결과, 신규로 지정되는 인체등유해성물질의 분류·표시 사항을 고


시하고 이미고시된 사항 중 화학물질명칭 등을 일부 개정하고자 함


  


2. 주요내용


  가. 이미 유해성심사가 완료된 물질을 재평가한 결과 피부부식성이 강하여 “인체등유해성물질의 


지정기준(화평법 시행령 별표1)”에 해당하는 물질에 대하여 유해성 분류와 표시에 필요한 사


항을 고시


    - 별표4 가목 인체등유해성물질에 고유번호 “2025-1-1281”란부터 “2025-1-1355”란


까지 신설


  나. 별표4 가목 인체등유해성물질의 CAS No., 화학물질명칭 등 일부 개정


    - 고유번호 “97-1-3”의 CAS No. 추가


    - 고유번호 “97-1-79”의 UN No. 정정


    - 고유번호 “97-1-381” 및 “97-1-417”의 화학물질명칭 정정


    - 고유번호 “2014-1-717”의 그림문자 정정


  다. 이 규정의 시행에 따라 유해화학물질에 관한 표시를 하여야 하는 자는 화학물질관리법에 따른 


의무사항(법 제16조에 따른 표시) 이행을 위한 기한을 제공하기 위해 경과조치 규정(부칙)


3. 의견제출


  이 고시 개정안에 대해 의견이 있는 개인 및 기관, 단체(협회)는 2025년 12월 22일까지 다음 사


항을 기재한 의견서를 화학물질안전원장(화학물질등록평가팀, 전화 032-560-8681, 모사전송 


032-568-2038)에게 제출하여 주시기 바랍니다.


  가. 예고사항에 대한 항목별 의견(수정 여부와 그 사유)


  나. 성명(단체의 경우 단체명과 그 대표자명), 주소 및 전화번호


  다. 본 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」고시 일부개정안 전문은 화학물질안전원 누리


집(www.nics.mcee.go.kr)  내 「알림마당-법령정보-안전원고시/예규/공고」에 게재되어 있


음





